
〇
自
然
的
特
性

　

表
層
地
盤
は
、北
部・西
部
の
河
川
沿
岸

地
域
は
扇
状
地
、南
東
部
は
ロ
ー
ム
台
地
と

な
っ
て
お
り
、県
下
で
は
比
較
的
地
震
動
に

対
し
て
強
い
地
盤
で
す
。全
体
的
に
液
状
化

の
可
能
性
は
低
い
地
域
で
す
が
、扇
状
地
で

あ
る
町
北
部
に
は
、液
状
化
の
可
能
性
が
や

や
高
い
地
域
が
分
布
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

町
域
に
は
活
断
層「
関
東
平
野
北
西
縁
断

層
帯
」が
か
か
って
い
ま
す
。

　

町
内
に
は
烏
川
、神
流
川
、利
根
川
、忍

保
川
、御
陣
場
川
な
ど
複
数
の
河
川
が
流

れ
、用
排
水
を
兼
用
し
て
い
る
水
路
も
多

く
あ
り
ま
す
。河
床
勾
配
が
緩
や
か
な
こ

と
、遊
水
池
機
能
を
有
し
て
い
た
水
田
等
が

減
少
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、排
水
可
能
量

を
上
回
る
豪
雨
が
降
っ
た
場
合
に
は
浸
水

が
予
想
さ
れ
ま
す
。ま
た
、一
級
河
川
で
あ

る
烏
川
、神
流
川
、利
根
川
流
域
で
想
定
最

大
規
模
の
雨
が
降
っ
た
場
合
に
は
、町
域
の

浸
水
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、特
に
夏
季
に
お
い
て
、雷
雨
が
発

生
し
や
す
い
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、突
風・

竜
巻
な
ど
が
比
較
的
起
こ
り
や
す
い
こ
と

も
想
定
さ
れ
ま
す
。

〇
社
会
的
特
性

　

平
成
29
年
度
固
定
資
産
税
台
帳
に
よ

る
と
、町
内
の
建
築
物
１
９
，２
７
６
棟
の
う

ち
、約
75
％
が
木
造
で
す
。

　

建
築
物
全
体
の
う
ち
、39
％
が
昭
和
56

年
の
新
耐
震
基
準
の
導
入
前
に
建
築
さ
れ

て
お
り
、勅
使
河
原
、帯
刀
、五
明
、藤
木
戸

地
区
で
は
、50
％
を
超
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、人
口
の
10
・９
％
が
75
歳
以
上
で

あ
り
、65
歳
以
上
の
増
加
率
は
県
内
で
最

も
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
か
ら
、高
齢
者
人

口
は
今
後
も
増
加
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

多
く
の
河
川
や
活
断
層
を
有
し
て

い
る
上
里
町
で
は
、過
去
に
も
災
害
が

発
生
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
41
年
９
月
に
発
生
し
た
台
風

26
号
で
は
、死
傷
者
や
多
数
の
家
屋
が

全
半
壊
す
る
被
害
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、平
成
26
年
２
月
に
発
生
し
た
豪

雪
で
は
、こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
60㎝
を
超
え
る
積
雪
に
よ
り
、農

業
用
施
設
や
カ
ー
ポ
ー
ト
の
屋
根
の
崩

落
な
ど
の
被
害
が
相
次
い
だ
ほ
か
、交

通
網
の
ま
ひ
や
物
流
の
停
滞
も
発
生

し
、休
校
や
ご
み
収
集
の
停
止
な
ど
日

常
生
活
への
影
響
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
って
く
る
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、災
害
は
50
年・

１
０
０
年
、あ
る
い
は
も
っ
と
長
い
間
隔

で
発
生
し
ま
す
。

　

過
去
の
災
害
に
学
び
、備
蓄
や
避
難

経
路
の
確
認
な
ど
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

震
度
６
強
、集
中
豪
雨

上
里
町
の「
そ
の
と
き
」

東
日
本
大
震
災
、熊
本
地
震
、大
阪
府
北
部

地
震
、鬼
怒
川
決
壊
、西
日
本
豪
雨
。近
年
、

全
国
各
地
で
未
曽
有
の
災
害
が
発
生
し
て

い
ま
す
。上
里
町
に
も
起
こ
り
う
る「
そ
の

と
き
」、何
が
起
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

防
災
面
か
ら
見
た
上
里
町

上里町における災害の履歴

地震

発生年 マグニ
チュード 震源地域 埼玉県の被害状況（抜粋）

  818年 7.5 関東諸国
相模・武蔵・下総・常陸・上野・下能等、山崩れ谷埋
まること数里、百姓の圧死者多数。

1855年
11月11日

6.9 江戸
推定震度大宮５、浦和６。荒川沿いに北の方熊谷
あたりまで、土手割れや噴砂等の被害があった。
土蔵は所々で大破、壁落等あり。

1923年
９月１日

7.9 関東南部
埼玉県内の死者316名、負傷者497名、行方不明
者95名、家屋全壊9,268軒、半壊7,577軒。

1931年
９月21日

6.9 埼玉県北部
埼玉県内の死者11人、負傷者114人、全壊家屋
172戸、中北部の荒川、利根川沿いの沖積地に被
害が多い。

風水害
発生年 災害事象 被害状況

1783年 大風雨による神流川・烏川の氾濫
浅間山噴火による降灰との複合災害。
烏川右岸八町河原村が被災。

1846年 連日の大雨による神流川氾濫
毘沙吐村が浸水被害により、対岸の新
町宿へ移転。勅使河原村字天神が同村
字真下の東へ移転。

1911年 神流川・烏川の氾濫 黛村・忍保村・八町河原村が被災。

1966年 台風26号による暴風雨 家屋倒壊、上里村に災害救助法適用。

町の災害の歴史

（参考：上里町「上里町地域防災計画」）

写真：平成29年10月の台風21号の雨で冠水した堤調節池運動公園
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平
成
23
年
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災

で
上
里
町
は
震
度
５
弱
を
観
測
し
ま
し
た

が
、大
き
な
被
害
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、「
平
成
24・25
年
度
埼
玉
県
地
震

被
害
想
定
調
査
報
告
書
」で
は
、こ
れ
を
上

回
る
震
度
６
強
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

震
度
６
強
の
地
震
で
は
、「
は
わ
な
い
と

動
く
こ
と
が
で
き
な
い
。飛
ば
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
」「
固
定
し
て
い
な
い
家
具
の
ほ
と

ん
ど
が
移
動
し
、倒
れ
る
も
の
が
多
く
な
る
」

「
耐
震
性
の
低
い
木
造
建
物
は
、傾
く
も
の

や
、倒
れ
る
も
の
が
多
く
な
る
」「
大
き
な

地
割
れ
が
生
じ
た
り
、大
規
模
な
地
滑
り

や
山
体
の
崩
壊
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
」

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

木
造
建
築
物
は
、傾
き
や
倒
壊
の
危
険

性
が
あ
る
ほ
か
、ブ
ロ
ッ
ク
塀
や
自
動
販
売

機
が
倒
れ
た
り
、室
内
で
は
固
定
し
て
い
な

い
家
具
が
倒
れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、木
造
住
宅
が
密
集
し
て
い
る
地
域
で

は
、火
災
が
発
生
し
た
場
合
、延
焼
の
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

　
一
般
的
に
、災
害
の
規
模
が
大
き
く
な
る

ほ
ど
、町・警
察・消
防
が
個
々
の
家
ま
で
助

け
に
回
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、自
助
、共
助
へ
の
取
り
組
み
が

よ
り
重
要
と
な
り
ま
す
。

▶
昭
和
42
年（
１
９
６
７
年
）２
月
発
行
の「
上
里
広
報
」に
て
、台
風
26
号
の
被
害
状
況
を

伝
え
る
記
事
。２
８
２
棟
の
住
宅
が
全
半
壊
、２
，５
６
２
棟
が一部
破
損
し
、上
里
村
指
定

文
化
財
武
田
信
玄
内
室
墓
所
が
倒
壊
し
た
と
写
真
で
伝
え
て
い
る
。

震
度
６
強
、
そ
の
と
き
上
里
町
は

規　模
最大震度……………………… ６強
マグニチュード………………… ８.1

人的被害
死者……………………………36人
負傷……………………… 280人
避難所避難者…………1,738人

建物被害
全壊……………………… 533棟
半壊……………………1,376棟
焼失……………………………99棟

ブロック塀等の倒壊

…………………… 1,065か所

ライフライン被害
停電率………… 100％（地震直後）
　　　………………19％（１日後）　
断水率…………74.2％（１日後）　

（参考：埼玉県「平成24・25年度埼玉県地震被害想定調査報告書」）

「関東平野北西縁断層帯地震
（破壊開始点北）」における

上里町の被害想定概要
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減
災
の
た
め
の

３
つ
の
備
え

　
減
災
と
は
、災
害
に
よ
る
被
害
を
で
き
る
だ
け
少
な
く

す
る
た
め
の
取
り
組
み
の
こ
と
で
す
。減
災
に
は
、一
人
ひ

と
り
が
自
ら
取
り
組
む「
自
助
」、地
域
で
助
け
合
う「
共

助
」、公
的
機
関
に
よ
る「
公
助
」の
連
携
が
重
要
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。そ
の
中
で
も
基
本
と
な
る
の
は「
自
助
」、一

人
ひ
と
り
が
自
分
の
身
の
安
全
を
守
る
こ
と
で
す
。

　
大
規
模
災
害
時
、特
に
初
動
時
は
行
政
に
よ
る
災
害
対

応
に
限
界
が
生
じ
ま
す
。い
つ
来
る
か
分
か
ら
な
い「
そ
の

と
き
」。命
を
守
る
た
め
に
、備
え
て
く
だ
さ
い
。

阪神・淡路大震災における生き埋めや
閉じ込められた際の救助主体等

通行人2.6%

救助隊1.7% その他0.9%

（参考：内閣府「平成30年度版防災白書」）

自助

共助
公助

防災情報メールを登録しましょう
防災行政無線の放送の内、緊急を要する情報をメールでお知らせします。
①ＱＲコードを読み取り、指定のメールアドレスに空メールを送信。
　※読み取れない場合はp-bousaikamisato@m.blayn.jpへ空メールを送信。
②登録確認メールが届いたら、登録完了です。
　※登録確認メールが届かない場合は、ドメイン指定受信設定を確認してください。

自助の備え ～自分や家族の安全を、自分自身で守る～

共助の備え 公助の備え
～地域コミュニティによる助け合い～ ～町・警察・消防・自衛隊による公的な支援～

備蓄 住宅耐震化
備蓄例（３日分）
３日分の飲料水（１人１日３ℓ）、
食料、懐中電灯・ラジオ・カセッ
トコンロ、ウェットティッシュ・常
備薬など

　町では、昭和56年以前に建て
られた住宅の耐震診断・耐震改
修に補助金を出しています。

家具転倒防止 感震ブレーカーの設置
　家具の下敷きになったり、避
難経路を塞がないように対策を
しましょう。家具が倒れてこない
場所で寝ることも大切です。

　区長を対象とした防災講座や、地区集会所への防
災出前講座を行っています。
　地域の行事に参加して交流するなど、日頃のコミュ
ニケーションも大切です。

　町職員を対象とした図上訓練（地図を使った災害
シミュレーション訓練）や、防災研修会（避難所運営
等）を行っています。

　地震発生時や停電復旧時に
配線や電気機器から出火するこ
とがあります。避難する時にはブ
レーカーを落としましょう。

区長向け防災講座 図上訓練防災出前講座 防災研修会
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我が家のブロック塀は大丈夫？
　６月18日の大阪府北部を震源とする地
震では塀の倒壊により、尊い命が奪われま
した。
　塀の安全性の確保は所有者の責任です。
地震はいつ起こるかわかりません。取り返
しのつかない事態を未然に防ぐために、塀
の自己点検を行いましょう。
　下記チェック項目で、ひと
つでもチェックとならない項
目があった場合には、専門家
に相談し、危険性が確認され
た場合は、付近通行者へ速や
かな注意表示のうえ、補修・
撤去等を行いましょう。

ブロック塀の場合…
（補強コンクリート
　　　　　　ブロック造）

組積造の塀の場合…
（石積みやレンガ積みの
　　　　　　　　　塀など）

Ⅰ.塀の高さ □ 地面から2.2m以下である □ 地面から1.2ｍ以下である

Ⅱ.塀の厚さ □
厚さ10cm以上（塀の高さが２mを超
える場合は15cm以上）である

□
②厚さが次の値☆以上ある
計算：①高さ(ｍ)×10＝(☆　　cm)

Ⅲ.控え壁

□

Ⅲ－１またはⅢ－２のいずれかを満たしている

□

Ⅲ－１またはⅢ－２のいずれかを満たしている

Ⅲ-１.控え壁不要 塀の高さが1.2ｍ以下である
②厚さが次の値☆以上ある 
計算：①高さ(ｍ)×15＝(☆　　cm)

Ⅲ-２.控え壁必要
◦③控え壁間隔は3.4m以下である 
◦④控え壁突出長さが次の値☆以上 
　計算：①高さ(m)×20＝（☆　　cm）

◦③控え壁間隔が4.0m以下である 
◦④控え壁突出長さが次の値☆以上 
　計算：②厚さ(cm)×1.5＝（☆ 　cm）

Ⅳ.基礎 □ コンクリートの基礎がある □ 基礎がある

Ⅴ.劣化・損傷 □ 傾き、ひび割れがない □ 傾き、ひび割れがない

チェック項目

千葉県長生村と災害時相互応援協定を締結しました
　８月１日㈬、千葉県長生村と「大規模災害時における相互応援に関する
協定」を締結しました。
　長生村は、太平洋に面する九十九里浜の一端にある千葉県唯一の村で
す。人口は14,471人（平成30年１月現在）、面積は28.29㎢で起伏が少な
く、上里町に似た平坦な地形です。今後、幅広い分野で継続的な協力関係
を築き、相互の発展を図っていきます。

まずはブロック塀を造った施工業者に確認してもらうことが第一です。
それでも不明な場合は専門家、または所管の埼玉県建築安全センター・お住まいの市町村にご相談ください。 

塀に関しての専門的なご相談はこちらへ（専門家）
（公社）日本エクステリア建設業協会【☎03－3865－5671】
（一社）埼玉県建築士事務所協会【☎048－864－9313】
（一社）埼玉建築士会【☎048－861－8221】

埼玉県熊谷建築安全センター
【☎048－533－8776】
上里町役場 まち整備課 都市計画係
【☎35－1227】
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